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入園の手続きにマイナンバーが必要になります

市では、各種事務で個人情報を効率的に検索、管理するためにマイナンバーを
利用します。入園の手続きにおいても、個人番号カードによる番号と身元の確
認を行います。個人番号カードをお持ちでない場合は、通知カードと運転免許
証など複数の提示を求める場合があります。詳しくは、福祉課にお問い合わせ
ください。

●
申
込
受
付
期
間

　

11
月
１
日（
火
）
～
12
月
２
日（
金
）

※�

年
度
途
中
で
の
入
園
を
希
望
す
る
方
も
こ
の
期
間
に
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

●
入
園
基
準

　

�

入
園
で
き
る
児
童
は
、条
例
に
基
づ
き
、次
の
保
育
を
必

要
と
す
る
事
由
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
家
庭
の
児
童

で
す
。保
育
の
必
要
性
に
つ
い
て
の
状
況
を
考
慮
し
た

う
え
で
優
先
度
の
高
い
児
童
か
ら
選
考
し
ま
す
。

[

保
育
を
必
要
と
す
る
事
由]

●
提
出
書
類

　

�「
支
給
認
定
申
請
書
」な
ど
の
提
出
書
類
は
、市
役
所
福
祉

課
、各
支
所
及
び
各
園
に
用
意
し
て
あ
り
ま
す
。（
阿
蘇
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。）家

庭
の
状
況
な
ど
に
よ
り
、必
要
な
書
類
が
異
な
り
ま
す
の

で
、詳
し
く
は
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

●
提
出
先　

�

　

希
望
す
る
各
園
、市
役
所
福
祉
課
、各
支
所
の
い
ず
れ
か

※�

提
出
後
、家
庭
の
状
況
や
保
育
を
必
要
と
す
る
事
由
な

ど
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
は
、速
や
か
に
変
更
の
手
続

き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

●�

入
園
決
定　

　

�

入
園
の
決
定
及
び
支
給
認
定
結
果
は
、平
成
29
年
２
月

中
に
お
知
ら
せ
し
ま
す
。ご
希
望
の
園
に
希
望
者
が
多

く
、定
員
を
超
え
る
場
合
は
、他
の
園
に
入
園
い
た
だ
く

こ
と
も
あ
り
ま
す
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

※�

決
定
通
知
書
が
届
く
ま
で
は
、入
園
可
否
の
お
問
い
合

わ
せ
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

●
申
込
受
付
期
間　

11
月
１
日（
火
）
～

●
対
象
児　

　

平
成
29
年
４
月
１
日
時
点
で
満
３
歳
以
上
の
児
童

●
提
出
書
類

　

�

各
園
に
用
意
し
て
あ
り
ま
す
。各
園
指
定
の
申
込
用
紙

の
ほ
か
、支
給
認
定
申
請
書
の
提
出
が
必
要
で
す
。

●
提
出
先　

希
望
す
る
各
園

●�

入
園
決
定　

　

�

各
園
の
選
考
方
法
に
基
づ
き
、内
定
及
び
決
定
さ
れ
ま

す
。な
お
、利
用
の
際
は
支
給
認
定
証
が
必
要
と
な
り
ま

す
。

保
育
園
・
認
定
こ
ど
も
園�（
保
育
部
分
）

①
就
労

保
護
者
が
就
労
し
て
お
り
同
居

親
族
も
保
育
で
き
な
い
。

②
母
親
の
妊
娠
・
出
産

保
護
者
が
出
産
前
後
で
あ
る
。

③
保
護
者
の
病
気
・

障
が
い
等

保
護
者
が
病
気
、負
傷
、心
身
に

障
が
い
が
あ
る
。

④
同
居
家
族
の
介
護
・

看
護

同
居
し
て
い
る
親
族
を
常
時
介

護
・
看
病
す
る
必
要
が
あ
る
。

⑤
家
庭
の
災
害
復
旧

災
害
に
あ
っ
て
復
旧
活
動
を
し

て
い
る
。

⑥
求
職
活
動

日
中
、求
職
活
動
や
起
業
活
動

を
し
て
い
る
。

⑦
就
学
・
技
能
取
得

保
護
者
が
就
労
に
つ
な
が
る
就

学
を
し
て
い
る
。

⑧
そ
の
他

虐
待
や
Ｄ
Ｖ
の
お
そ
れ
が
あ
る

な
ど
、保
育
が
必
要
で
あ
る
と

認
め
ら
れ
る
場
合
。

保育園・認定こども園
入園手続きのご案内

●市役所福祉課�子育て支援係　☎ 22-3167
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認
定
こ
ど
も
園�（
教
育
部
分
）

施設名 電話 定員
保育園
一の宮地区
古城保育園 ☎ 22-0380 55 人

坂梨保育園 ☎ 22-0435 55 人

宮地保育園 ☎ 22-2444 100 人

りんどう保育園 ☎ 22-4539 100 人

波野地区
波野保育園 ☎ 24-2800 45 人

阿蘇地区
内牧保育園 ☎ 32-0354 130 人

乙姫保育園 ☎ 32-0315 30 人

熊本ＹＭＣＡ赤水保育園 ☎ 35-0024 90 人

熊本ＹＭＣＡ尾ヶ石保育園 ☎ 32-0213 40 人

熊本ＹＭＣＡ永草保育園 ☎ 32-0810 30 人

山田保育園 ☎ 32-0794 45 人

認定こども園
一の宮地区
あそひかり幼稚園 ☎ 22-0089 55 人

阿蘇地区
阿蘇中央幼稚園 ☎ 32-3643 130 人

熊本ＹＭＣＡ黒川保育園 ☎ 34-0402 120 人

● 保育園・認定こども園一覧

○�入園手続きや保育料などについて詳しくは、阿
蘇市ホームページをご覧いただくか、福祉課に
お問い合わせください。在園児の継続利用の手
続きについては、各園を通じて別途お知らせし
ます。

○定員は、平成２９年４月の予定数です。

○�古城保育園は、平成２９年４月から認定こども
園に移行予定です。


